
資料１

基本方針１　障がいの理解促進と権利擁護の推進

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

(1)
障がいの理解促進と
権利擁護の推進

ア．「広報こが」や古賀市公式ＨＰ等を利用した啓発 ａ．障がい者差別解消法の概要について、公式ホームページを活用し、市民
に対する啓発を行うとともに、広報こがに障がいについての啓発記事を掲載
した。
　【Ｒ５啓発記事】「障がい者虐待について」「合理的配慮について」 3

・引き続き、広報や公式ホームページを利用して、障がいにつ
いての理解や合理的配慮についての理解が深まるよう啓発を
行っていく。

・その他の啓発機会や啓発方法についても検討する。

福祉課

ｂ．古賀市人権尊重推進委員会では、人権啓発冊子としてそれぞれの人権課
題をテーマに「人権カレンダー」を作成し啓発を行った。
　９月「障がいを理由とする偏見や差別をなくそう」の啓発テーマで記載。 3

・講演会などにて、障がい者団体やボランティア団体と連携し
ながら団体の活動紹介など啓発活動に取り組む。

人権センター

イ．障がいのある人の人権に関する学習や取組の実施 ・「校区啓発研修会」において、障がい者の人権問題などさまざまな人権問
題をテーマにDVD鑑賞と講話を実施した。

3

・市民を対象とした研修会・講演会等において、人権課題であ
る「障がい者の人権」をテーマに人権教育・啓発を推進し、市
民の人権意識の高揚を図り、差別のない「いのち輝くまちづく
り」の実現に取り組む。

人権センター

ウ．まちづくり出前講座の充実 ・市内2団体に対し実施。
【古賀市介護事業所ネットワーク「陽だまりの会」】10名（障がい福祉に関
する全体的な説明を実施）
【福岡県立古賀特別支援学校(小中学部)PTA研修部会】24名（高等部卒業後に
活用できる制度について説明）

3

・まちづくり出前講座のタイトルや内容について、市民の方に
興味を持ってもらえるよう工夫する。

福祉課

エ．学校教育における人権尊重の意識の育成 ａ．校内研修や中学校区の合同研修、市主催研修会等により人権感覚の育成
を図り、人権尊重の視点に立った授業づくりの支援を行った。
ｂ．市独自の人権教育副読本「いのちのノート」を活用した授業を実施し
た。また障がい者や高齢者と交流する福祉学習等、各校で内容を決めて実施
し、児童生徒の人権尊重の意識の育成を図った。

3

・教職員研修により教職員がお互いの人権感覚を磨き合うとと
もに、児童生徒に寄り添いながら児童生徒の発達段階に応じた
人権感覚を高める指導を継続する。 学校教育課

オ．障がいについての学びの機会に関する情報提供 ・「みんなの人権セミナー」等の市が行う事業については、各担当課が広報
こがや公式ホームページ等で情報提供を行ったほか、県等の他機関が行う講
座等の事業については、周知依頼があったものについて、庁舎内でのポス
ター掲示やチラシの配架を行った。

2

・今後は、県の障がい関係機関等の事業の情報も入手しやすく
なるよう、公式ホームページから他機関のホームページへのリ
ンクを積極的に行っていく。 福祉課

ア．市の行政手続きや情報提供、事業実施等における障がいのある
人への配慮の充実

・聴覚障がいのある人が参加する会議において、手話通訳者を配置した。

2

・職員に対する研修を継続し、個々の職員が各職場において、
必要な配慮を提供できるよう進めるとともに、参考となる取組
については庁内で共有するよう努める。

福祉課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

① 障がいの理解促進と障がいを理由とする差別解消の推進

障がいについての正しい知識や「心のバリアフリー」の理念、障がいを理由とする差別への「気付き」とその解消、合理的
配慮の提供等について、広く周知・啓発を行うとともに、学齢期から人権尊重意識を高めるよう取り組んでいきます。取組
の推進に当たっては、実体験の機会の提供に努めます。

　

② 行政等における配慮の充実

さまざまな障がいの特性により、意思疎通や情報の取得、行政の手続き等が困難な人に対して、それぞれの障がいの特性を
理解し、必要な配慮の提供に努めます。
　

※評価基準について
４…施策について、充分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　２…施策について、あまり取り組めていない　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針１　障がいの理解促進と権利擁護の推進

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

イ．選挙における投票所のバリアフリー化等の障がいのある人への
配慮の充実

・令和5年度は、福岡県議会議員選挙や古賀市議会議員選挙において、期日前
投票所に車椅子を配置し、車椅子用記載台を設置する等投票しやすい環境と
なるよう努めた。

3

・今後も投票所におけるバリアフリー化に努め、障がい者が円
滑に投票できる投票所の運営やすべての障がい者に分かりやす
い選挙情報の提供に努める。

総務課

ウ．市職員の障がい理解の促進 ・市の新規採用職員に対する人権研修の１コマとして、障がい者差別解消法
の内容や、障がいのある人に対する配慮についての研修を実施した（毎年度
実施）。

3

・「古賀市障がい差別解消法の推進に関する職員対応規程」に
基づき、職員が障がいについての理解を深め、適切に対応する
ことができるよう、方法を工夫しながら、引き続き研修を行っ
ていく。 福祉課

ア．成年後見制度等の権利擁護を目的とした制度や事業の周知 ・支援できる家族等がなく、各種手続きや財産管理等が困難となっている方
については、社会福祉協議会と連携し、社会福祉協議会の「安心生活サポー
ト事業（日常生活自立支援事業）」や成年後見制度の紹介を行い、利用の促
進に努めた。 2

・制度の利用が必要と思われる方に情報提供を行うとともに、
適切な窓口につなぐ等の支援を行う。

・広報や公式ホームページを活用し、制度の周知に努める。 福祉課

イ．
・市民後見人等による身近な地域での後見活動の支援
・市社会福祉協議会が行う権利擁護事業への支援

ａ．社会福祉協議会に委託し、市民後見人の継続研修を行った。

ｂ．「安心生活サポート事業」を社会福祉協議会への委託事業として実施す
るほか、社会福祉協議会が行う「市民後見人を活用した法人後見事業」に対
し、補助金を交付し支援した。

3

・今後も、古賀市社会福祉協議会と協議しながら、障がいのあ
る人の権利擁護事業を推進していく。

福祉課

ア．
・虐待に関する相談支援

・「咲」による虐待への適切な対応・支援の実施

・障がい者生活支援センター「咲」内に、障がい者虐待防止センターを設置
し、２４時間３６５日体制いつでも相談や通報、対応ができる体制としてい
る。

4

・引き続き、計画相談支援事業所等の関係機関と連携を図り、
適切な支援に取り組む。

福祉課

イ．虐待の防止のための啓発・研修の実施 ・広報こがにて障がい者虐待及び「虐待防止センター」の周知を行った。

3

・広報こがや公式ホームページを利用して、障がい者への虐待
防止についての啓発を行う。

・その他の啓発・研修方法についても検討する。 福祉課

③ 成年後見制度等の権利擁護事業の利用支援

判断能力が不十分なため契約や金銭管理が困難な障がい者が、地域で安心して生活することができるよう、成年後見制度等
の利用を支援します。

④ 障がいのある人への虐待の防止

古賀市障がい者虐待防止センター「咲」を中心に、関係機関の連携により虐待への適切な対応・支援を行います。また、障
がいのある人への虐待を未然に防ぐため、啓発等の取組を行います。

※評価基準について
４…施策について、充分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　２…施策について、あまり取り組めていない　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針２　安心・安全な地域生活の実現

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

（１）
地域生活の支援の充実

ア．個々の状況に応じた障がい福祉サービスの提供及び必要な情
報の周知

ａ．障がい福祉に関する各種支援事業を掲載した「障がい福祉のガイドブッ
ク」を作成し、手帳の新規取得者全員に配布するとともに、ガイドブックの
内容について公式ホームページに掲載し、各種支援事業の周知を行った。ガ
イドブックの中で、地域資源として、社会福祉協議会や、シルバー人材セン
ターが行う事業等についても情報提供を行なった。

ｂ．古賀市障がい者生活支援センター「咲」及び地域活動支援センター「み
どり」、福祉課窓口において、障がいのある人やその家族、支援者に対し、
在宅生活に対する相談支援や、各種福祉サービスについての情報提供を行っ
た。また、障がい福祉サービス事業所や訪問看護ステーション等と適宜情報
共有することにより、ニーズにあったサービスを提供することができた。

ｃ．２市１町において各市町のホームページに所在する福祉サービス事業所
の情報を掲載し、他市町の情報も取得できるようにそれぞれリンクできるよ
うな取り組みを行った。

3

・今後も、古賀市近郊の障がい福祉サービス事業所や、利用可能
な支援制度の情報収集に努め、相談者へ最新の情報提供ができる
ようにする。
・必要な情報がわかりやすく伝わるよう、周知の仕方について工
夫する。

福祉課

イ．障がい福祉サービスの質の向上を目指した研修会等の実施 ａ．２市１町（福津市・古賀市・新宮町）障がい者地域支援ネットワーク協
議会の３つの専門部会（相談支援部会・障がい児支援部会・就労部会）にお
いて、支援の質の向上をめざした研修会等を実施した。また、全事業所を対
象とした全体会においても研修を実施した。
　研修テーマ
　「親亡き後の相談支援について」（相談支援部会）
　「医療的ケア児の保育園や学校での受け入れについて」他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障がい児支援部会）
　「福祉での発達障害支援」（就労部会）
　「タイムマネジメント～ばたばた貧乏にならないために～」（全体会）
　
また、２市１町の福祉課職員と相談支援事業所からなる協議会事務局会議を
開催し、情報共有、情報交換等を行った。

ｂ．上記ネットワーク協議会の下部組織である古賀市障がい福祉サービス事
業者連携会議では、下記テーマで事業所職員を対象とした研修会を実施した
ほか、事例検討会や情報共有、情報交換等を行った。
　研修テーマ
　「思春期の子どもの理解と支援」

3

・個人の状況に応じた適切な支援が行えるよう、引き続き、
「咲」とともに、２市１町障がい者地域支援ネットワーク協議会
を運営し、広域的かつ多分野・多職種の連携を図るとともに、支
援者のスキルアップにつながる取組を実施する。

福祉課

ウ．居住支援の充実 ａ．在宅障がい者の居宅生活動作が円滑にできるよう、手すりやスロープを
設置する等の住宅改修を行う際に、その費用の一部を助成した。

ｂ．共同生活援助（グループホーム）について、窓口で情報提供を行った。 3

・障がいのある人が安心して地域で暮らせるよう、住宅改修費の
助成を継続する。

・グループホームの情報に加え、今後は、住宅確保要配慮者居住
支援法人の情報提供についても検討する。

福祉課

ア．
・「意思決定支援ガイドライン」等の周知

・障がい特性に応じたコミュニケーション手法の周知

ａ．令和５年度は、「意思決定支援ガイドライン」等の周知を行うことがで
きなかった。
ｂ．広報こがの障がいについての啓発記事内に、コミュニケーションの手法
についても掲載した。
　【Ｒ５啓発記事】「障がい者虐待について」「合理的配慮について」

2

・今後、周知方法等について検討のうえ、周知を行っていく。

福祉課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

① 障がい福祉サービス等の充実と質の向上

障がいのある人の特性やニーズ、介護者の状況等に応じ、各種障がい福祉サービスを適切に支給するとともに、サービスの
質の向上を図ります。

② 意思決定・意思疎通支援の充実

知的障がいや、聴覚障がいなどの障がい特性により、意思決定や意思疎通が困難な人に対して、意思決定から意思疎通まで
の支援が適切に行なわれるよう努めます。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針２　安心・安全な地域生活の実現

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

イ．手話通訳者や要約筆記者の派遣等の実施 ・意思疎通支援事業として、申請者に対し手話通訳者等を派遣することで、
医療機関等での意思疎通が適切に行われた。

3

・引き続き、意思疎通支援事業を実施し、意思疎通が困難な人に
対し、手話通訳者や要約筆記者の派遣等を行い、コミュニケー
ションが適切に行えるよう支援する。

福祉課

ウ．手話通訳者等の人材育成・確保 ・新宮町と共催で、令和４・５年度において手話奉仕員養成講座を実施して
おり、人材育成に取り組んだ。

3

・手話奉仕員養成講座の実施により、地域で手話通訳による支援
を行える人材の育成・確保を図る。

福祉課

ア．各種健診を通した障がいの原因となる疾病の早期発見・早期
治療の推進

・サンコスモ古賀等での集団健診や市内医療機関等での個別健診など、特定
健診・がん検診等を実施し、健診結果から必要に応じ、医療機関への受診勧
奨や保健指導を実施した。保健指導においては、個別相談の充実を図るとと
もに、受診者の検査結果に応じた少人数グループでの結果説明会を行った。 3

・特定健診、がん検診等の受診率を向上させるため、更なる啓発
活動を行うとともに、受診しやすい環境整備を行う。

健康介護課

イ．生活習慣病予防やこころの健康づくりに関する情報提供・啓
発の実施

ａ．新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことにより、地域での
健康測定や出前講座の依頼も増えた。出前講座、企業や事業所との連携によ
る健康講話、学校での健康測定や健康学習を通じ市民への健康づくりの推進
を行った。

ｂ．ヘルスアップぷらん（古賀市健康増進計画（第二次）・食育推進計画）
に基づき、子どもから高齢者までの健康づくり及び生活習慣病予防の推進を
図った。計画の推進については、「たべる」「うごく」「まもる」「たのし
む」の4つの柱を基に、市民への「健康チャレンジ10か条」の周知啓発やサ
ポーター等への働きかけを行った。

3

・地域、職域、学校などと連携し、市民の健康づくりに引き続き
取り組む。

・引き続き、ヘルスアップぷらん（古賀市健康増進計画（第三
次）・食育推進計画（第二次））に基づき、子どもから高齢者ま
での健康づくり及び生活習慣病予防の推進を図る。

健康介護課

ｃ．自殺対策については、「古賀市いのち支える自殺対策計画」に基づき、
市全体が一丸となって対策に取り組むため、新規採用職員に対して、ゲート
キーパー研修を実施した（実施回数：１回　参加人数：１１人）
ｄ．自殺対策強化月間（３月）や自殺予防週間（９月１０日～１６日）には
横断幕やポスターの掲示、図書館情報提供ラックの設置、市ホームページで
の周知啓発を行った。

4

・こころの健康づくりを市全体が一体となって推進するため、
ゲートキーパー研修については、毎年、新規採用職員向けに実施
するとともに、今後は教職員や地域の支援団体（民生委員・児童
委員、ボランティア等）向けの研修を検討する。
・さまざまな相談窓口を周知することで、悩みを抱える人の課題
解決につながるよう支援する。

福祉課

ウ．
・医療機関や保健所等との連携推進

・地域医療体制の充実

ａ．粕屋医師会、粕屋北部消防署と連携し、休日及び夜間の救急医療体制を
確保し、地域住民に対する救急医療知識の普及啓発を図った。

ｂ．出前講座等でかかりつけ医の普及啓発に取り組むとともに、「とびうめ
ネット」（かかりつけ医を通じて医療情報を事前に登録しておき緊急時に迅
速で適正な医療を支援する情報ネットワーク）についても、パンフレット配
布等により普及に努めた。

3

・在宅での生活、療養、介護を支える医療・介護・福祉の連携が
さらに深められるよう、粕屋医師会等との連携のもと、救急医療
体制を確保、かかりつけ医の普及啓発、「とびうめネット」への
登録普及等に継続して取り組む。

健康介護課

③ 保健・医療の充実

障がいの原因となる疾病の予防、早期発見・早期治療の推進に努めるとともに、医療機関や保健所等との連携を図ります。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針２　安心・安全な地域生活の実現

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

エ．難病患者に対する相談支援に関する情報提供 ａ．電話や窓口において、難病患者へ相談支援や福祉サービスに関する情報
提供を行った。

ｂ．行政機関や医師、県難病相談・支援センター、ハローワーク難病患者就
職サポーターらで組織される「粕屋地域難病対策地域協議会」（事務局：粕
屋保健福祉事務所）に古賀市も協議会委員として参加し、難病患者に関する
情報や支援状況について関係機関で共有している。

3

・粕屋地域難病対策地域協議会を活用し、関係機関と情報を共有
することで、難病患者への相談支援に役立てていく。

福祉課

ア．民生委員・児童委員やボランティアなどによる地域における
見守り・支援の充実

ａ．民生委員・児童委員が、日ごろから地域の人の見守り活動を行ってい
る。

ｂ．「避難行動要支援者同意者リスト」に掲載されている人については、年
１回、民生委員・児童委員が訪問し、個別計画の内容についての確認を行っ
ている。

4

・引き続き、民生委員・児童委員による見守り活動や個別計画の
訪問調査を通し、必要な人が適切な支援に繋がる体制としたい
が、民生委員・児童委員については、高齢化・担い手不足が課題
となっている。

福祉課

イ．多機関の協働による支援体制の構築 ・庁内において、毎月、高齢者、子ども、障がい、生活困窮等の各担当部署
が集まる「支援機関連携会議」を開催し、複雑化した課題を抱える世帯の支
援について情報共有・検討を行っている。

3

・引き続き、「支援機関連携会議」を継続し、各担当部署が連携
を図り、世帯のニーズに応じた支援に繋げていく。

福祉課

（２）
障がいのある子どもへの
支援

ア．
・妊婦健診の実施による産まれる前からのリスク軽減及びすこや
かな発育、発達の支援
・障がいの早期発見を視野に入れた健診の実施

ａ．母子手帳発行時・すこやか教室・妊婦健診結果より、フォローが必要な
妊婦を抽出し助産師や管理栄養士等による個別フォローを行った。乳幼児健
診（4か月・10か月・1歳半・3歳）の健診結果より、保健師や管理栄養士等よ
り健診事後のフォローを電話や訪問により行った。また、必要に応じ、医療
機関やこども発達ルーム等と連携を行った。

ｂ．３歳児健康診査に屈折検査機器を導入し、視覚検査体制の強化を図っ
た。

ｃ．子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠・出産・子育ての切れ目の
ない支援体制の充実を図った。

3

・発達障がいなどについて、乳幼児健診においてより効果的にス
クリーニングできるように、乳幼児健診の実施方法の見直しも含
め検討していく必要がある。

・今後も、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制のさらな
る充実を図る。

子ども家庭セン
ター

④ 地域における支援体制づくり

「古賀市地域福祉計画」に基づき、地域住民による支え合い機能の充実を図るとともに、福祉、医療、保健その他関係機関
が連携し、障がいのある人の地域生活を包括的に支援していくよう努めます。

① 障がいの早期発見・早期支援

妊婦や乳幼児を対象とした健康診査において、障がいの早期発見に努めるとともに、発達が気になる幼児に対し、発育・発
達の支援を行います。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針２　安心・安全な地域生活の実現

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

イ．「こども発達ルーム」における相談・療育の充実 ａ．令和2年度より発達支援に関し経験豊富な事業者に子ども発達支援事業を
委託しており、令和5年度も問題なく実施できた。また、令和6年度以降も事
業委託を継続するため、契約を行った。

ｂ．子どもの発達に関する相談に応じ、様々なアドバイスを行った。

ｃ．相談支援やグループ活動等を通じて児童の支援方針を作成し、支援を実
施した。

ｄ．市内各園に巡回相談を行い、児童の支援を行うとともに、保育士等の支
援者支援に取り組んだ。

4

・発達に関する相談・支援体制の充実を図る。
　
・乳幼児健診のフォローを丁寧に行い、乳幼児期から就学まで、
切れ目ない支援を実施する。
　
・幼稚園、保育園、こども園の巡回相談を定期的に行い、児童の
生活の場での支援の充実を図る。

・保護者の不安や悩みに寄り添い、子どもの特性について理解を
深めることができるよう支援する。

子ども家庭セン
ター

ア．
・多様な学びの場（通常学級、通級指導教室、特別支援教室）の
環境整備

・専門性のある相談員等の人的配置の充実

ａ．教育支援委員会を年７回開催し、教育・医学・心理等の専門家が発達検
査や保護者及び児童生徒の意見聴取等の結果から、児童生徒の適切な就学に
関する判断を行い、一人ひとりの状況に応じた学びの場を提供するため、通
級指導教室の巡回指導や特別支援学級の教室整備等を行った。
ｂ．特別な教育的支援を必要とする児童生徒一人ひとりの状況に応じた学習
環境や適切な指導支援を推進するため、市主催の特別支援教育に関する研修
の実施や特別支援教育支援員の配置を継続した。また、特別支援教育主任相
談員の配置時数を増やし、特別支援教育相談室ひまわり教室の運営の充実を
図った。
ｃ．医療的ケアが必要な児童生徒が古賀市立小中学校で安心して学べるよ
う、「医療的ケアの実施等に関するガイドライン」に基づき、看護師を派遣
し、医療的ケアを実施した。

3

・本人、保護者の意見を最大限に尊重し、学校において適切な教
育が受けられるよう学校と連携しながら支援の充実を図る。

・特別な教育的支援を必要とする児童生徒数の増加に対し、きめ
細かな支援ができるよう特別支援教育支援員の配置時数を増加す
る必要がある。

・送迎が難しいことから通級指導教室での指導をあきらめること
がないよう通級指導教室の自校での巡回指導の充実を図る。

学校教育課

イ．
・乳幼児期から学校卒業後までの切れめのない情報提供や相談等
の支援

・支援に関わる関係機関や市の関係各課、地域との連携の充実

ａ．教育支援委員会に対し、こども発達ルーム利用児の「就学支援に関する
検査記録」の提出を行った。また委員会に出席し、その児童の状況を報告し
た。

ｂ．保幼小連絡会において、こども発達ルーム利用児に関する情報について
就学先の小学校へ申し送りを行った。また小学校へ入学後、依頼のあった学
校については、入学後の様子を参観した。

ｃ．要保護児童対策地域協議会において、特別支援学校に在籍している要保
護・要支援児童について、関係機関で情報を共有し、対象児童の支援を行っ
た。

4

・教育支援委員会、保幼小連絡会において、関係機関と情報共有
を図り、就学に向けて切れ目のない支援を行っていく。

・要保護児童対策地域協議会において、関係機関と連携しなが
ら、要保護及び要支援児童の早期発見、早期対応に努める。

子ども家庭セン
ター

ｄ．教育支援に関する保護者向け説明会や、特別支援学校・特別支援学級・
通級指導教室の教員との個別の就学相談会、通級指導教室の見学会等を行
い、支援内容の説明を行った。

ｅ．教育支援委員会を年７回開催し、教育・医学・心理等の専門家が発達検
査や保護者及び児童生徒の意見聴取等の結果から、児童生徒の適切な就学に
関する判断を行うとともに、在籍・利用する施設・学校等と情報共有等を行
い、児童生徒のより適切な就学を支援した。

3

・今後もこども発達ルーム等の支援に関わる関係機関と連携し、
途切れることのない支援をめざす。

・保育所、幼稚園、小中学校及び障がい児通所支援事業所を含む
関係機関とも情報を密に交換し、早期支援をめざす。

学校教育課

② インクルーシブ教育の推進

障がいのある子どもが住み慣れた地域で、それぞれのニーズに合った適切な教育を受けることができるような環境づくりを
進めます。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針２　安心・安全な地域生活の実現

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

ウ．医療的ケアが必要な障がい児への支援 ・医療的ケア児に対する訪問看護（医療保険の適用対象外の看護に限る。）
に要する経費について補助を行い、医療的ケア児を在宅で看護・介護するご
家族を支援した。また、学校・保育所等において、看護師の休暇又は配置さ
れていない際等に訪問看護師を派遣できるように制度の拡大を行った。 4

・今後も「医療的ケア児在宅レスパイト補助」を継続するととも
に、福岡県の医療的ケア児支援センター等とも連携し、医療的ケ
ア児が地域で安心して暮らせるよう支援していく。

福祉課

エ．障がい児の保護者への支援の充実 ・年長児の保護者を対象に、就学前に「年長保護者勉強会」を３回開催し、
小学校へ入学するまでの流れや就学後の相談体制等について情報提供を行
い、保護者の不安や悩みを解消するよう支援を行った。

4

・就学に向けて早期に準備ができるよう、年長児だけでなく年中
児の保護者に対しても、勉強会を開催する。

子ども家庭セン
ター

（３）
安心・安全な環境づくり

ア．災害への備えに関する啓発や訓練の実施 ａ．行政区や自主防災組織、地域の役員などを対象とする防災関連の出前講
座や各団体が実施する防災教室や防災訓練などの防災イベントに職員を派遣
し市民を対象とした啓発や訓練を実施した。

ｂ．福岡女学院看護大学、古賀市社会福祉協議会と地域防災力アップセミ
ナーを開催した。

ｃ．地区別防災カルテの見直しのため行政区を対象としたワークショップを
実施した。

3

・今後も関係機関と連携し災害への備えに関する啓発や訓練を市
民を対象に実施し、災害時の自助・共助の取組について実効性の
向上を図る。

総務課

イ．
・古賀市避難行動要支援者避難支援プランに基づく支援体制の構
築

・避難所等における必要な支援や配慮の提供

ａ．有事に備えて、地域において情報伝達や避難誘導等の支援がスムーズに
受けられるよう、自主防災組織に避難行動要支援者同意者リストを提供する
とともに、支援者の確保について依頼した。
　
ｂ．まちづくり出前講座において障がい者をはじめとした避難行動要支援者
制度について啓発を行った。

4

・避難行動要支援者避難支援プランに基づき、障がい者をはじめ
とした避難行動要支援者の安全な避難の実効性の向上を図る。

・引き続きまちづくり出前講座を実施し、自主防災組織、民生委
員・児童委員協議会等避難支援関係者と連携した実効性のある個
別計画の策定を推進する。

福祉課

　・犯罪被害や消費者トラブルに関する情報共有・啓発 ａ．犯罪被害防止のポスターの掲示を行うとともに、自主防犯団体、学校、
粕屋警察署とJR古賀駅などで街頭啓発を行い、犯罪被害の防止に努めた。

3

・今後も関係機関、警察と協力し、市民全体へ犯罪被害防止の啓
発を行うとともに、障がい者団体や障がい福祉サービス事業所等
に対する研修会の実施など検討する必要がある。

総務課

　 ｂ．犯罪や悪徳商法などの消費者トラブルに巻き込まれないよう、市の広報
や出前講座等を通じて普及啓発を行った。

3

・引き続き広報こがにて定期的な啓発を実施するとともに、未然
に消費者トラブルを防止できるよう、古賀市消費生活センター相
談員による出前講座を実施するなど、地域での普及啓発に努め
る。 商工政策課

① 防災・災害時の支援体制の充実

避難に支援が必要な障がいのある人が、速やかに避難できる体制づくりを進めるとともに、避難所において必要な配慮を提
供できるよう努めます。また、障がいのある人やその家族の防災意識の向上を図ります。

② 防犯対策や消費者トラブル防止の推進

警察などの関係機関と地域や障がい者団体、障がい福祉サービス事業所等と連携し、犯罪被害や悪徳商法などの消費者トラ
ブルの防止に努めます。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針２　安心・安全な地域生活の実現

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

・障がいのある人に配慮した道路その他公共施設の整備 ・後牟田大池線において視覚障がい者誘導ブロックの設置（約375ｍ）を行っ
た。

4

・道路の新設や改良時には、関係法・県条例・市施策等に基づ
き、障がい者等に配慮した整備を行う。

建設課

（４）
相談支援体制の充実

ア．
・障がい者生活支援センター「咲」における相談支援

・精神障がいを専門とした「みどり」における相談支援

・古賀市障がい者生活支援センター「咲」や精神障がいを専門とする地域活
動支援センター「みどり」において相談支援業務を行うとともに、必要に応
じて関係機関で集まり、相談ケースの対応を行った。
　「咲」相談件数　　　　 １，４０８件
　「みどり」相談件数　　 １，１０７件 3

・引き続き、機会をとらえて相談支援機関の周知を行う。

・「咲」「みどり」相談員の２市１町障がい者地域支援ネット
ワーク協議会への参加を通し、広域的かつ多分野・多職種の連携
を図り、相談支援事業に活かすとともに、相談員のスキルアップ
を図っていく。

福祉課

イ．障がい当事者やその家族によるピアカウンセリングの実施 ・「咲」において、当事者やその家族が相談員となるピアカウンセリングを
実施した。
　相談件数　１３件 2

・引き続き、ピアカウンセリングの周知を行うとともに、実施手
法について検討する。

福祉課

ウ．各種相談事業の情報収集・周知 ・令和４年度に作成した相談窓口一覧を活用し、市ホームページによる啓発
と併せて、公共施設や相談窓口等に冊子を配置し、周知啓発を図った。

4

・悩みを抱える人が各種相談窓口へ相談し、解決につながること
で安心した生活が送れるように、引き続き、相談窓口機関一覧の
活用による周知・啓発を行い、課題解決につなげる。 福祉課

ア．包括的な相談窓口の設置 ・全世帯に対応する包括的な相談窓口として設置された福祉相談係を中心
に、介護、障がい、子育て、生活困窮者等の各分野の相談窓口職員やＣＳＷ
（コミュニティソーシャルワーカー）などの専門職の連携のもと、相談支援
を行っている。 3

・今後も、介護、障がい、子育て、生活困窮者等の各分野の相談
窓口職員やＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）などの専
門職の連携のもと、支援が必要な世帯に対する課題解決を図って
いく。 福祉課

イ．自立支援協議会や障がい福祉サービス事業所等の関係機関の
連携の充実

ａ．２市１町（福津市・古賀市・新宮町）障がい者地域支援ネットワーク協
議会の３つの専門部会（相談支援部会・障がい児支援部会・就労部会）にお
いて、支援の質の向上をめざした研修会等を実施した。また、全事業所を対
象とした全体会においても研修を実施した。
　研修テーマ
　「親亡き後の相談支援について」（相談支援部会）
　「医療的ケア児の保育園や学校での受け入れについて」他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障がい児支援部会）
　「福祉での発達障害支援」（就労部会）
　「タイムマネジメント～ばたばた貧乏にならないために～」（全体会）
　
また、２市１町の福祉課職員と相談支援事業所からなる協議会事務局会議を
開催し、情報共有、情報交換等を行った。

ｂ．上記ネットワーク協議会の下部組織である古賀市障がい福祉サービス事
業者連携会議では、下記テーマで事業所職員を対象とした研修会を実施した
ほか、事例検討会や情報共有、情報交換等を行った。
　研修テーマ
　「思春期の子どもの理解と支援」

3

・個人の状況に応じた適切な支援が行えるよう、引き続き、
「咲」とともに、２市１町障がい者地域支援ネットワーク協議会
を運営し、広域的かつ多分野・多職種の連携を図るとともに、支
援者のスキルアップにつながる取組を実施する。

福祉課

② 包括的な相談支援体制の構築

複合的な課題について、多機関の協働による包括的な相談支援を行う体制づくりに取り組みます。

③ 障がいのある人に配慮したまちづくり

「福岡県福祉のまちづくり条例」等に基づき、障がいのある人に配慮したまちづくりを推進します。

① ニーズに応じた相談支援の提供

障がいのある人のさまざまなニーズに応じた相談支援を行うとともに、市や市以外の機関が行う相談事業の周知に努めま
す。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　　１…施策について、取り組めていない

-8/11-



基本方針３　社会参加の促進

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

（１）
雇用・就労の促進

ア．
・就労部会によるニーズを捉えた雇用促進事業の実施

・ハローワークや「ちどり」等と連携した雇用促進事業の実施

・障がい者就業・生活支援センター「ちどり」と連携し、就労部会において
「企業担当者交流会」を開催した。対面・オンライン参加あわせて７１名参
加。

3

・引き続き、就労部会で、障がいのある人の就労促進を目指した
事業を企画立案・実施する。

・就労部会において、障がい者雇用における課題やその解決に向
けて必要な取り組みを検討し、そこで出た意見を活かした企業向
け事業を実施する。

福祉課

イ．企業における障がい理解の推進 ・企業、行政機関、教育機関、医療機関、障がい者の就労支援事業所等を対
象とし、「企業担当者交流会」において、精神疾患について医師より講話い
ただいた。具体的な症状を学ぶことで、障がい理解の推進につなげることが
できた。 2

・今後も、啓発等の手法を検討し、実施していく。

福祉課

ウ．農業分野での障がい者の就労その他多様な働き方の支援 ・在宅ワークを希望される方に対し、そのための訓練を専門とする就労移行
支援事業所の紹介を行った。

2

・今後、就労部会事業の中で多様な働き方を紹介する等、手法を
検討し、実施していく。

福祉課

ア．就労に関する情報の提供・相談支援 ａ．月１回開催する就労会議において、市無料職業紹介所と保健福祉部の情
報共有を図った。

ｂ．市無料職業紹介所と障がい者就業・生活支援センター「ちどり」が連携
を図っており、本人にとってより適切な支援方法を協議している。

3

・今後も市無料職業紹介所や保健福祉部、障がい者就業・生活支
援センター「ちどり」とで相互に連携を図り、当事者にとってよ
り良い就業支援のあり方を検討していく。

・今後は、公式ホームページ上に働きたい人のための相談窓口
や、就労に向けた障がい福祉サービスの紹介を掲載する。 福祉課

イ．職場体験その他就労部会によるニーズを捉えた就労支援事業
の実施

・就労部会では、就労支援セミナーとして模擬合同面接会を行い、就職をめ
ざす人へ対面での面接練習の機会を提供した。
また、オンラインでの面接練習ができる環境も準備し、希望者に体験してい
ただいた。
　参加人数　８人 3

・引き続き、就労部会で、障がいのある人の就労意欲の向上やス
キルアップをめざした事業等、就労の支援となる事業を企画立
案・実施していく。

福祉課

ウ．障がいがありひきこもりとなっている方への段階的な就労支
援

・自立相談支援機関の就労準備支援員を中心に、ひきこもりとなっている方
に対し、相談・訪問などアウトリーチによる支援を行っている。就労支援が
必要な人については、日常生活支援・社会生活支援・就労支援と段階的な支
援を行った。 3

・引き続き、ひきこもりの方へ段階的な支援を行い、就労につな
がるよう自立支援に取り組んでいく。

福祉課

エ．就労移行支援、就労定着支援サービスの利用促進 ａ．働きたいという相談があった場合に、個々の状況に応じ、就労移行支援
サービス等の紹介を行っている。

ｂ．２市１町において各市町のホームページに所在する福祉サービス事業所
の情報を掲載し、他市町の情報も取得できるようにそれぞれリンクできるよ
うな取り組みを行った。

2

・窓口で個々にサービスの紹介を行うほか、今後は、公式ホーム
ページ上に、就労に向けた障がい福祉サービスの紹介を掲載す
る。

福祉課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

① 障がい者雇用の促進

障がい者雇用への不安を解消し、雇用を促進するため、関係機関が連携して、企業等に対してアプローチします。

② 総合的な就労支援

関係機関が連携して、就労に対する意欲の向上や、雇用前から雇用後の定着支援まで、障がいのある人のニーズに合わせた
支援を行います。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針３　社会参加の促進

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

ア．まごころ商品等の販路拡大及び販売訓練の機会の充実 ・市庁舎等でのまごころ製品の販売を通じ、販売訓練の機会を提供した。

3
・引き続き、市庁舎等で販売の場を提供し、販売訓練の機会を確
保する。

福祉課

イ．地域にある仕事や就労継続支援事業所の請負先の開拓 ・就労部会において、企業と連携し、部会に参加する就労継続支援事業所で
うどん・そば・冷やし中華のパック詰め作業の販売を行った。

3

・引き続き、就労部会において収益の向上に向けた取組を検討す
るとともに、事業所間の情報共有に努め、多業種間での連携を
図っていく。 福祉課

ウ．障がい者優先調達推進法の趣旨を踏まえた優先調達の推進 ・市における障がい者就労施設等優先調達の令和５年度実績は、
４４，０８７，３９７円であり、令和４年度実績より約１．６％増であっ
た。 4

・引き続き、調達可能な物品や役務の情報収集、周知を行ってい
く。

福祉課

（２）
交流活動及び文化芸術活
動・スポーツ等の促進

ア．障がい者団体やボランティア団体の情報収集・情報提供 ・「障がい福祉のガイドブック」にて、障がい当事者団体やボランティア団
体の紹介を行った。

3

・今後も「障がい福祉のガイドブック」にて、障がい当事者団体
やボランティア団体の紹介を行い、活動の周知を図っていく。ま
た、情報収集にも努める。 福祉課

イ．勉強会や交流会等の出会いの場・交流の機会の提供 ａ．地域活動支援センター「みどり」内にある憩いの広場「ひろば」（フ
リースペース）において、スタッフや他の利用者との活動を通し交流が図ら
れた。
　利用人数：延べ４９４人

ｂ．地域活動支援センター「みどり」において、交流促進を図る事業（「ク
イズ大会」、「卓球大会」等）を実施した。
　参加人数：延べ１２人

ｃ．地域活動支援センター「みどり」が主催し、心の病をもつ方の家族を対
象とした勉強会「家族塾」を講演会を通して家族同士の情報交換等の交流が
図られた。
　参加人数：７人

ｄ．身体障がい者福祉協会が行う活動に対し、補助金を交付し支援した。バ
スハイクや、県・糟屋地区のスポーツ大会等も徐々に開催されるようにな
り、それらに参加することで会員同士の交流を図ると共に、他地域の方との
交流も図れた。
　参加人数：７６人

3

・地域活動支援センター「みどり」の紹介や、各団体での交流
会・相談会などを周知し、出会いのきっかけづくりに努める。

福祉課

ｅ．「咲」の多目的スペースを、当事者団体やボランティア団体が利用さ
れ、交流の場が提供できた。
　利用人数：延べ２２人 2

・引き続き、多目的スペースを交流の場として利用いただけるよ
う、「咲」を適正に管理する。

福祉課

ｆ．「第３７回古賀市健康福祉まつり」において、ボランティア団体や医療
機関等による健康測定、体験コーナーや活動紹介・作品展示や、障がい福祉
サービス事業所による物品販売など各種団体や来場者の交流につながった。
参加者約1,200名。

3

・健康福祉まつりでの販売活動やステージ演出を楽しみにする団
体も多く、引き続き交流の場となるような健康福祉まつりの企画
運営を行う。 福祉課

ｇ．「いのち輝くまち☆こが２０２３」において、「障がい者週間」の啓発
として、なのみ工芸で製作された「さをり織り」の作品を配布した。

3

・講演会などにて、障がい者団体やボランティア団体と連携をし
ながら団体の活動紹介など啓発活動に取り組む。

人権センター

③ 福祉的就労の充実

一般就労が困難であっても、福祉的就労の場において社会参加の機会の確保に努めるとともに、福祉的就労における賃金の
向上を図ります。

① 交流活動の促進

障がいのある人の出会いの場づくり、交流活動の支援を行うとともに、関係機関と連携しながらさまざまな事業と協働する
ことで、交流の輪が広がるよう取り組みます。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　１…施策について、取り組めていない
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基本方針３　社会参加の促進

基本施策 施策の方向 令和５年度の取組・実施状況
評価

今後の取組及び課題 担当課

『第４期古賀市障がい者基本計画』　令和５年度進捗状況　［計画期間：令和３年度～令和８年度］

ア．文化芸術活動の場の提供や発表、鑑賞の機会の充実 ・市の文化芸術事業として、芸術文化の祭典・童謡まつり・コンサートなど
を開催し、出演及び広く市民に鑑賞の機会の提供を行った。特にコンサート
は、中学校区毎１回実施し、地域回覧周知を加え、参加者の好評を得た。
　「芸術文化の祭典」　　令和５年１１月１～５日
　「童謡まつり」　　　　令和６年２月
　「コンサート」　　　　年１１回開催（うち、３回は中学校区毎に開催）
　「児童生徒文化力向上事業」　対話型鑑賞・抽象画制作を希望校４校で
　　実施、市「芸術文化の祭典」期間中及び選定作品は加えて「古賀駅美
　　術館」等で展示した。

3

・今後も、障がい者をはじめ配慮や支援が必要な市民をより意識
し、文化芸術活動に支障なく参加したり、鑑賞などの体験ができ
るよう改善や事業の見直しを行い、関係機関と連携を図ってい
く。

文化課

イ．スポーツに親しむ機会の充実 ａ．クロスパルこがにおいて、プール教室を障がいの有無に関わらず実施し
た。

ｂ．１０月に「パラスポーツ体験会」を千鳥ヶ池公園テニスコート・花鶴小
学校体育館にて実施した。
（競技種目）車いすバドミントン、車いすテニス、ボッチャ、サウンドテー
ブルテニスを実施
（参加者）１３０人

3

・今後も手法を凝らしながら障がい者が気軽に取り組める運動や
スポーツ等を研究し、その紹介や体験会を実施していく。

・パラリンピック等のトップアスリート育成に向けた国及び県と
の連携については、今後情報の収集を含め、国や県と連携を強め
ていく必要がある。

生涯学習推進課

ウ．障がい者スポーツの普及・啓発 ・１０月２８日に実施した「パラスポーツ体験会」について、障がい者団体
や事業所（なのみ工芸）等へ周知を行った。

3

・パラリンピックなど大規模な大会等も含め、障がい者スポーツ
をより身近に感じられるよう、情報の収集や発信を効率よく行え
るような仕組みづくりを引き続き研究する。
・開催曜日の関係で、参加できない団体等があったため、開催日
を検討する。

生涯学習推進課

エ．文化芸術活動やスポーツに関する情報提供 ａ．イベント・催事の周知媒体について、常に意識し、広報こが、公式ホー
ムページ・公式LINE、教育委員会Facebook・「こがっち」・安全安心メー
ル・KBCテレビｄボタンの活用、他のイベント時にＰＲをするなど、様々な
シーンでの情報提供に取り組んだ。 3

・今後は、障がい者をはじめ配慮や支援が必要な市民をより意識
し、情報提供に努めていく。

文化課

ｂ．チラシの各戸配布や関連団体への配布、ポスターの公共施設の掲示、ス
ポーツ推進委員のFacebookや市公式ホームページなど、様々な媒体を使い情
報提供に取り組んだ。

3

・市民の情報取得の手段は、若い世代はホームページやＳＮＳ、
他の世代は広報こが等の紙媒体であると思われる。今後も様々な
媒体を使い情報を発信していく。

生涯学習推進課

ア．市立図書館における読書環境の整備 ・支援が必要な利用者が読書に親しめるよう、点字図書・LLブック・布の絵
本等を集めた「バリアフリーコーナー」を整備したほか、大活字本の収集
や、図書館に行かずとも利用できる「電子図書館サービス(令和３年３月供用
開始)」の量的拡充・内容の充実に努めた。 3

・今後も、支援が必要な利用者へのサービスを継続していく。

文化課

イ．日常生活用具給付事業による読書支援用具の給付 ・日常生活用具として、下記の用具の給付を行っている。
　　視覚障がい者用活字文字読上装置、視覚障がい者用拡大読書器
　　点字図書
　 3

・今後も、読書支援用具の給付を継続する。

福祉課

③ 読書環境の整備

読書バリアフリー法を踏まえ、障がいのある人の読書環境の整備を推進します。

② 文化芸術活動・スポーツの促進

障がいのある人が地域において文化芸術活動やスポーツに親しむことができる機会をつくります。

※評価基準について
４…施策について、十分に取り組んでいる　　　３…施策について、概ね取り組めている　　　２…施策について、あまり取り組めていない　　１…施策について、取り組めていない
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